
 

 

平成 30年 第５回 三朝町教育委員会 臨時会 日程 

と き：平成 30 年５月７日（月）午後１時 30 分 

ところ：三朝町役場 第３会議室 

 

１ 開 会 

 

 

２ 前回議事録承認 

   藤井委員、芦田委員  

 

３ 議事録署名委員指名 

    

 

４ 報告事項 

東伯地区教育委員会連絡協議会総会及び合同研修会について 

教育関係機関の役職について 

21 世紀を生き抜く中学生講演会等の開催について 

 

 

５ 議 事 

議案第 22号 社会教育委員の委嘱について 

  

  

６ 協議事項 

平成 29 年度教育委員会評価について【別冊資料】 

中部地区教科用図書採択協議会委員の選出について 

特色ある三朝町教育について 

統合後の新小学校における通学方法に関するアンケートの実施について 

新小学校の校名の決定方法について 

 

７ その他 

 

 

８ 閉 会 

 

 

次回定例会：平成 30 年５月 28 日（月）13：30～  

   

 





 

 

平成 30 年度 教育長及び教育委員の役職について 

 

教育長 西田寛司 

・鳥取県社会教育協議会 議員 

・倉吉補導センター（倉吉警察署管内） 評議員 

・東伯郡教育長会 幹事 

・東伯郡学校給食会 理事 

・東伯郡就学指導推進協議会 会長 

・中部学校医療報酬協議会 委員 

・東伯地区教育委員会連絡協議会 幹事 

・中部子ども支援センター 監事 

 

教育長職務代理 藤井俊子 

・鳥取県市町村教育委員会研究協議会 理事 

・東伯地区教育委員会連絡協議会 監事 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催／三朝町・三朝町教育委員会 
 

未来を拓け、みささっ子創造事業 

２１世紀を生きぬく中学生講演会 

元サッカー日本代表 

中田
な か た

 浩二
こ う じ

 氏 

演演演   題題題   

「「「プププロロロサササッッッカカカーーー選選選手手手とととしししてててののの   

キキキャャャリリリアアアとととこここれれれかかかららら」」」   

   

と き 平成30年 ５月2５日（金） 

開 場 14:00  講 演 14:30～16:30 

ところ 三朝町総合文化ホール 大ホール 

©KASHIMA ANTLERS 

入場無料 



 

 

中田浩二氏は、鳥取県ゆかりの元日本代表サッカー選手で、後藤ヶ

丘中学校（鳥取県米子市）－帝京高校－鹿島アントラーズ等で活躍。 

そして、世界で活躍された貴重なお話と、キャリアを生かした これ

からの『夢』などについても聞くことができる講演会です。 

≪ 保護者の皆様も ぜひ  御参加ください。≫ 

なかた こうじ 

中 田 浩 二 氏 

１９７９年７月９日生まれ。滋賀県出身。元サッカー日本代表。帝京高校を卒業後、

鹿島アントラーズへ加入。主にボランチ、センターバックとして活躍。在籍中に J リー

グ年間チャンピオン５回、ヤマザキナビスコカップ（現・ＹＢＣルヴァンカップ）４回、

天皇杯２回など、数多くのタイトル獲得に貢献する。 

日本代表として２００２年ワールドカップ・日韓大会、２００６年ワールドカップ・

ドイツ大会に出場。２００４年に欧州移籍を果たし、マルセイユ（フランス）、バーゼル

（スイス）でプレー。２００８年に鹿島アントラーズへ復帰し、２０１４年シーズン限

りで現役を引退。Jリーグ通算２６６試合３３得点、国際 Aマッチ通算５７試合２得点。

２０１５年より鹿島アントラーズのＣ.Ｒ.Ｏ（クラブ・リレーションズ・オフィサー）

に就任し、スポンサー、パートナー、サポーター、行政機関などのステークホルダー  

（利害関係者）とクラブをつなぐ役割を担う。サッカー解説者としても『やべっちＦＣ』

（テレビ朝日系）などに出演。 

Ｐrofile （略歴） 

 

「中田浩二 サッカー教室」を開催します。 

▼ と き 平成 30年５月２４日（木）午後４時 30分～６時 00分 

▼ ところ 町営 三朝陸上競技場（三朝町本泉 769-1） 

     〔悪天候の場合はトレーニングセンター〕 

※三朝町サッカースポーツ少年団及び三朝中学校サッ

カー部は、各団体が取りまとめてお申込みください。 

その他の児童及び生徒の参加希望者は、 

各小学校及び中学校へお申込みください。(定員50人) 

※(原則として)各自がサッカーボールを持参ください。 

【お問い合わせ先】三朝町教育委員会 社会教育課 ☎４３-３５１８ 



議案第 22号 

 

   三朝町社会教育委員の委嘱について 

 

 次のとおり三朝町社会教育委員の委嘱について、教育委員会教育長に対する事務委任規則

（昭和 45年委員会規則第４号）第２条第９号の規定により、次のとおり委嘱したいので、本

委員会の承認を求める。 

 

  平成 30 年５月７日提出 

 

三朝町教育委員会教育長  西 田 寛 司 

 

 

 

１ 委嘱する者 

氏 名 備 考 

岸 田 寿 和 小・中学校ＰＴＡ連絡協議会代表（学校教育関係者） 

 

２ 任期 

  平成 30 年４月１日から平成 32年３月 31日まで 

 

 

≪参考≫ 

○ 社会教育法（昭和 24 年 法律第 207 号） 

（社会教育委員の設置） 

第 15 条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。 

２ 社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。 

○ 三朝町社会教育委員に関する条例（昭和 30 年６月３日 条例第 15 号） 

(組織) 

第２条 委員の定数は、12 人とする。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから三朝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。 

(１) 学校教育及び社会教育の関係者 

(２) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

(３) 学識経験者 

(任期) 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前項の任期は、教育委員会の委嘱の日から起算する。 

 



 

 

 

協議事項 

 

   平成 29 年度教育委員会評価について 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（（昭和 31 年法律第 162 号）第 26 条の規定に

基づき、本委員会の評価を実施する。 

 

 

別紙のとおり 

 

 

 

≪参考≫ 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）  

第二十六条  教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定により教育長に委任

された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第三項の規定により事務局職員等に委任された

事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報

告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。  

 



 

 

 

協議事項 

 

鳥取県中部地区教科用図書採択協議会委員の三朝町教育委員会が選出する

採択協議会委員の選出について 

 

 鳥取県中部地区教科用図書採択協議会から委員の選出依頼がありましたので、別紙の者を

選出することについて本委員会の意見を求める。 

 

 

記 

 

１ 選出する委員  別紙のとおり 

 

 

 

≪参考≫ 

鳥取県中部地区教科用図書採択協議会規約 

（委員） 

第５条  前条に規定する委員は、中部地区内の各市町教育委員会から１人ずつ選出された者及び次の

各号に揚げる者の区分に応じ、当該各号に定める人数の鳥取県中部地区市町教育委員会教育長会に

委嘱された者によるものとする。  

 (１)各市町教育委員会の所管に属する小学校又は中学校（以下「関係市町公立小中学校」という。） 

の校長 ２人  

 (２) 関係市町公立小中学校に就学している児童又は生徒の保護者 ２人  

 



 

三朝町小学校の今後のあり方について 

 

三朝町教育委員会は、町内３小学校の今後のあり方について、検討

を重ねた結果、以下のとおり決定しました。 

 

平成３０年５月７日 

三 朝 町 教 育 委 員 会 

 

決定事項 

平成３１年４月に新小学校を設置する。 

新小学校設置と同時に、西小学校と南小学校の２校で、新小学校

を開校する。 

東小学校については、平成３２年度以降に新小学校に入る。 




